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船舶事故調査報告書 

 

令和５年７月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 令和４年９月４日 １２時５０分ごろ 

発生場所 大阪府阪南市貝
かい

掛
かけ

海岸沖 

下荘
しもしょう

港西防波堤立標から真方位０７９°８１０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２０.８′ 東経１３５°１３.０′） 

事故の概要  水上オートバイMilky
ミ ル キ ィ

は、北東進中、同乗者１人が落水して負傷し

た。 

事故調査の経過  令和４年９月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ Milky、０.２トン 

 ２５２－２７２４６大阪、個人所有 

 ２.８７ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.６７ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１８３.９０kＷ、平成２９年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 ３５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 令和２年７月３日 

  免許証交付日 令和２年７月３日 

         （令和７年７月２日まで有効） 

同乗者Ａ ２２歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１０～２０cm、水温 約２７℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａ及びもう１人の同乗者

（以下「同乗者Ｂ」という。）を乗せ、船首から船長、同乗者Ａ、同

乗者Ｂの順に着席し、令和４年９月４日１２時４０分ごろ、貝掛海岸

沖（以下「遊走海域」という。）で遊走を開始した。 

 船長は、同乗者２人に水上オートバイに慣れてもらおうと遊走海域

で旋回したり、直進中に増速したりしていたところ、船体が波により

動揺した際に、同乗者Ｂが落水した。 

 船長は、本船を反転させて同乗者Ｂの方に向かい、同乗者Ｂが本船
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に上がって船長と同乗者Ａの間に座り、同乗者Ａは船尾に着席するこ

とになった。 

 同乗者Ａは、本船が遊走海域から遊走海域東方の離岸堤沿いを徐々

に増速しながら北東進中、約３７km/hの対地速力となった１２時５０

分ごろに落水した。 

 船長は、自身の腹部に手を回していた同乗者Ｂから「落ちた」と聞

いて、本船を一旦停止させて後方を振り返ったところ、船尾方に落水

した同乗者Ａを認め、本船を反転させて同乗者Ａの方に向かった。 

 同乗者Ｂは、同乗者Ａが痛そうにしていたので、リボーディングス

テップに足を掛けた同乗者Ａを本船に引き揚げ、船長は、貝掛海岸に

急いで戻り、貝掛海岸にいた知人に１１９番通報を依頼した。 

 同乗者Ａは、救急車で医療センターに搬送され、直腸損傷の疑いと

診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項  同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、本事故前、遊走海域において、船長の会

社の従業員が操縦する本船に約１０分同乗し、本船が旋回した際、船

体が傾き過ぎて、操縦者と共に落水することを２回経験していた。 

 同乗者Ｂは、本船に乗船前、船長等に乗船中にどこを持っていたら

良いか聞いて、前方に乗船している者の身体にしっかりつかまってお

くよう指示を受けていた。また、同乗者Ａは、乗船時につかむ場所を

自ら船長等に確認し、前方の人の身体に手を回したり、船体の一部を

つかんだりしており、本事故当時、同乗者Ｂの身体に手を回して救命

胴衣をつかんでいた。 

 船長は、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが水上オートバイに乗船するのは本

事故当日が初めてであることを聞いていたが、同乗者Ａ及び同乗者Ｂ

が既に船長の会社の従業員が操縦する本船に同乗していたので、改め

て同乗中の姿勢のとり方や波等により船体が動揺する際に落水防止の

体勢をとるよう指示は行わなかった。 

 船長は、本事故当時、本船の速力は過大ではなく、それほど波も高

くなく、旋回中でもなかったので、なぜ同乗者Ａが落水したのか分か

らなかったが、本事故後、本船に３人が乗船して船尾部が下がった状

態で航行中、波を乗り越えた際の船体動揺により同乗者Ａが落水した

のではないかと思った。 

 同乗者Ａは、本事故当時、本船の速力が船長の会社の従業員の操縦

より速かったと感じていて、少し波もあったので、波を乗り越えた

際、海面をはねた船体動揺等により体勢を崩し、同乗者Ｂの救命胴衣

をつかんでいた手が放れて、本船の船尾方に落水したと思った。 

 同乗者Ｂは、本事故当時、遊走海域周辺で２～３隻の水上オートバ

イが遊走していたので、本船が他の水上オートバイの航走波を乗り越

えた際の動揺で、同乗者Ａが身体の体勢を崩して、落水したと思っ
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た。 

 本船の取扱説明書には、操船する際の安全情報として次のとおり記

載されていた。 

身体を保護できる衣服等を着用してください。落水による水面への

衝撃やジェットノズル付近で強い噴流を受けた場合、身体開口部に

大きな怪我
け が

を負う恐れがあります。通常の水着では下半身開口部

（膣や肛門）の十分な保護になりません。身体を保護するウェット

スーツボトム等を必ず着用してください。厚くしっかりした丈夫な

布でデニムのように体にぴったりした衣類がそれに相当します。し

かし、自転車競技用の短パンに使われているスパンデックスのよう

な織物は効果が有りません。 

 本船には、ジェット噴流の危険性及びウェットスーツボトムなどの

身体を保護できる衣服等を着用するなどの内容が記載された警告ラベ

ルが、ハンドルバーの下方に貼付されていた。（写真２ 警告ラベル 

参照） 

 船長は、ジェット噴流が身体の開口部に入ると負傷する危険性があ

り、ウェットスーツボトム等を着用しなければならないことは知って

いたが、落水させるつもりはなかったので、同乗者にウェットスーツ

ボトム等着用をさせる必要はないと思っていた。 

 同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、ジェット噴流の危険性やウェットスーツ

ボトム等を着用しなければならないことを認識しておらず、本船の取

扱説明書で推奨しているウェットスーツボトム等ではなく、水着、 

ラッシュガード及び短パンをそれぞれ着用していた。 

 船長、同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、いずれも救命胴衣を着用し、飲酒

はしていなかった。 

 運輸安全委員会ダイジェスト第３２号（平成３１年３月発行）*1に

は、ジェット噴流事故の傾向として、３人乗りの最後尾の同乗者は落

水した際、ジェット噴流が身体に当たって負傷する危険性が高いと記

載されている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、遊走海域東方沖において、同乗者Ａ及び同乗者Ｂがウェッ

トスーツボトム等ではなく、水着、ラッシュガード及び短パンを着用

し、船首から船長、同乗者Ｂ、同乗者Ａの順に着席し、約３７km/hの

対地速力で北東進中、船尾部が下がった状態で波高約１０～２０cmの

                             
*1 運輸安全委員会ダイジェスト第３２号「楽しいレジャーに潜む事故！～バナナボートなどの浮体をえい航中の事

故が急増、ジェット噴流による死傷も～」 

https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbdigests/pdf/jtsbdi-No32_all.pdf 
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波を乗り越えたことから、船体が上下に動揺し、同乗者Ａの体勢が崩

れ、同乗者Ｂの身体に手を回して救命胴衣をつかんでいた手が放れて

本船の船尾方に落水し、本船のジェット噴流を下半身に受けて負傷し

たものと考えられる。 

 船長は、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが船長の会社の従業員が操縦してい

た時に同乗していたことから、同乗中の姿勢のとり方や波等により船

体が動揺する際に落水防止の体勢をとるよう指示していなかったもの

と考えられる。 

 船長は、ジェット噴流が身体の開口部に入ると負傷する危険性があ

り、ウェットスーツボトム等を着用しなければならないことを知って

いたが、本事故当時、同乗者Ａ及び同乗者Ｂを落水させるつもりはな

かったことから、同乗者Ａ及び同乗者Ｂに対してウェットスーツボト

ム等の着用を指示しなかったものと考えられる。 

 同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、ジェット噴流の危険性やウェットスーツ

ボトム等を着用しなければならないことを認識していなかったことか

ら、水着、ラッシュガード及び短パンをそれぞれ着用していたものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、遊走海域東方沖において、同乗者Ａ及び同乗者

Ｂがウェットスーツボトム等ではなく、水着、ラッシュガード及び短

パンを着用し、船首から船長、同乗者Ｂ、同乗者Ａの順に着席し、約

３７km/hの対地速力で北東進中、船尾部が下がった状態で波高約１０

～２０cmの波を乗り越えたため、船体が上下に動揺し、同乗者Ａの体

勢が崩れ、同乗者Ｂの身体に手を回して救命胴衣をつかんでいた手が

放れて本船の船尾方に落水し、本船のジェット噴流を下半身に受けた

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・水上オートバイの船長は、事前に同乗者に対し、航行中は常に低

い姿勢をとり、波による動揺や旋回時の遠心力などで振り落とさ

れないように前の人にしっかりつかまるよう注意を促し、同乗者

の乗船経験に応じて操縦する等、安全を考慮した操船を心掛ける

こと。 

 ・水上オートバイの船長は、落水した際のジェット噴流による負傷

防止のため、同乗者に身体を保護するウェットスーツボトム等を

必ず着用させること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図を加工して制作 

  

下荘港西防波堤立標 

事故発生場所 

（令和４年９月４日 

１２時５０分ごろ発生） 

貝掛海岸 

遊走海域 

大阪府 

兵庫県 
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- 

離岸堤 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 警告ラベル 

 

 

 

 

 


